
- 1 - 

 

会 議 録 （ 要 旨 ） 

 

記録者 情報管理課 公文書管理Ｇ 

主事補 葉勢森 

供覧 

部長 副部長 課長 課長補佐 主査係長 係員 

      

件   名 令和３年第３回龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会 

日   時 令和３年９月２４日～１０月１３日(会議資料送付～決議完了まで) 

場   所 書面審査 

主 催 者 龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会会長 周 作彩 

委 員 周会長，有川副会長，伊藤委員，鴻巣委員，田島委員，戸澤委員，福田委員 

事 務 局 菊地課長，猪瀬課長補佐，葉勢森主事補 

傍 聴 人 ― 

欠 席 者 ― 

議事録署名人 鴻巣委員，田島委員 

議   題 ■報告事項 

(1)令和２年度における情報公開制度の運用状況の報告について 

(2)令和２年度における個人情報保護制度の運用状況の報告について 

(3)令和２年度における会議公開制度の運用状況の報告について 

(4)個人情報の届出の報告について 

(5)個人情報の目的外利用の報告について 

(6)個人情報の外部提供の報告について 

 

〈会議録〉 

 本会議は令和３年９月３０日（木）に開催予定だったが，新型コロナウイルスによる緊急事態宣言等

の影響により，書面審査により実施。質問及びその回答は次のとおり。 

■報告事項 

(1) 令和２年度における情報公開制度の運用状況の報告について  

鴻巣委員 【資料３ページ申出１・２及び４ページ申出５】 

公共工事の算定基礎となる，単価等一覧表等が「不存在」とだけ記されていま

すが，恐らく国交省の一覧表に基づいて算出しているものと思います。しかし，

これだけを見る限りは，談合事件のこともあって，疑いを持ってしまいます。「不

存在」の下に（国土交通省のものを引用のため）というような記載があった方が

良いと考えますが，いかがでしょうか。 

事務局  不存在となった理由について確認しましたところ，本件について鴻巣委員のご指

摘どおり，市独自の基準となる単価表は作成しておらず，他のものを使用している

ことから，該当文書は存在しないためとのことでした。 
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 なお，本資料は昨年度１年間にあった，情報公開請求（申出を含む）と，それに

対する決定内容（回答内容を含む）を報告するために，情報公開請求書（申出書を

含む）及び決定通知書（回答書を含む）の記録の内容を取りまとめたもので，これ

らの公文書の中には，不存在の理由までは記載されておりません。そのため，他の

案件同様に，不存在となった理由については，記載することはできません。 

 談合事件につきましては，皆様にご心配やご迷惑をおかけしております。本案件

は，談合事件を連想させる内容であるため，本資料に記載はなくとも，会議開催時

には説明申し上げるべきところでしたが，説明が足りませんでした。申し訳ござい

ませんでした。 

田島委員 【資料３ページ請求２】 

牛久沼プロジェクト課の「道の駅」関係書類が一部非公開になっています。そ

の非公開理由の一つは，情報公開条例第９条７号に規定する，「公共安全情報」と

されています。 

 本件における「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れのある情報であっ

て，実施機関が公開しないことが適当であると認めたもの」とは，どういう情報

なのでしょうか。 

事務局 情報公開条例第９条７号は，具体的には「公開することにより，犯罪の誘発に

繋がる恐れのある情報」などが該当いたします。 

本件の場合，道の駅の建物の平面図の中で，関係者以外立ち入り禁止の場所に

つきましては，防犯上の観点から，情報公開条例第９条７号に該当する情報とし

て，非公開となったものです。 

■報告事項 

(6)個人情報の外部提供の報告について 

田島委員 【資料３０ページ 文化・生涯学習課】 

文化・生涯学習課の青少年相談員名簿が「公益財団法人スポーツ安全協会」に

外部提供されています。その根拠は個人情報保護条例第９条２項４号とされてい

ますが，その理由は何でしょうか。 

事務局 本来は個人情報保護条例第９条２項１号の「本人同意」によって外部提供が行

われたものでした。申し訳ございませんでした。 

令和３年第３回龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会については，上記のとおり相違ありません。 

 令和３年  月  日 

 

 

会議録署名人                     
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情報公開 公  開 

部分公開 

非 公 開 

非公開（部分公

開を含む）とす

る理由 

龍ケ崎市情報公開条例第９条 号該当 

公開が可能となる

時期（可能な範囲

で記入） 

－ 

 


